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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月16日(2011.3.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の幅方向両側であって、車両前後方向に延在する車両サイドメンバーに沿って固定
する左右一対のサイドフレームと、
左右のサイドフレームのフロント側端部間に架設したフロントフレームと、リア側端部間
に架設したリアフレームとを有し、
フロントフレームとリアフレーム間に架設したベースフレームを有し、
ベースフレームは電池モジュールを載置するためのものであり、前記サイドフレームはア
ルミ押出材で製作してあり、且つ車両サイドメンバーに固定する固定ブラケット部を一体
的に形成したことを特徴とする車両用電池モジュールの車両搭載フレーム構造体。
【請求項２】
　前記フロントフレーム及びリアフレームは、アルミ押出材で製作してあり、ベースフレ
ームの両端部を架設する架設ブラケットを一体的に形成したことを特徴とする請求項１記
載の車両用電池モジュールの車両搭載用フレーム構造体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明に係る車両用電池モジュールの車両搭載用フレーム構造体は、車両の幅方向両側
であって、車両前後方向に延在する車両サイドメンバーに沿って固定する左右一対のサイ
ドフレームと、左右のサイドフレームのフロント側端部間に架設したフロントフレームと
、リア側端部間に架設したリアフレームとを有し、フロントフレームとリアフレーム間に
架設したベースフレームを有し、ベースフレームは電池モジュールを載置するためのもの
であり、前記サイドフレームはアルミ押出材で製作してあり、且つ車両サイドメンバーに
固定する固定ブラケット部を一体的に形成したことを特徴とする。
　ここで、車両サイドメンバーとは車体の骨組材をいう。
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　本明細書においては、車両の前側をフロント側と称し、車両の幅方向を左右方向と表現
する。
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